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〔論 文〕 

段階取得の会計処理における問題点 

菊 谷 正 人 

Ⅰ 開  題 

国際会計基準審議会 (International Accounting 

Standards Board: 以下, IASB と略す) は, その前

身である国際会計基準委員会  (International 

Accounting Standards Committee: 以下, IASC と

略す) が1998年 7 月に改訂・公表した ｢国際会計

基準第22号 (1998年改訂) 企業結合｣ (International 

Accounting Standard 22 (revised 1998) Business 

Combinations ―  以下, IAS22 (1998改訂) と略す) 

を差し替える形で, 2004年 3 月に ｢国際財務報

告基準第 3 号 企業結合｣ (International Financial 

Reporting Standard 3  Business Combinations ―  以

下, IFRS3 (2004) と略す) を公表した｡ IAS22 

(1998改訂) は, 企業結合を ｢取得｣ (acquisition) 

と ｢持分の結合｣ (uniting of interests) に分類し, 

｢取得｣ には ｢パーチェス法｣ (purchase method), 

厳格な要件を満たす ｢持分の結合｣ に対しては 

｢持分プーリング法 ｣  (pooling of interests 

method) を適用していたが, IFRS3 (2004) は, 

すべての企業結合を ｢取得｣ をみなし, ｢パー

チェス法限定適用アプローチ｣ (purchase only 

approach) に変更した(1)｡ 

2001年 4 月に IASC から改組された IASB は, 

米国の FASB と共同で高品質かつ互換性のある

会計基準を開発するために2002年 9 月に締結し

た ｢ノーウォーク合意｣ に基づいて, 企業結合

会計と連結会計に関する国際的コンバージェン

スに向けて ｢IASB・FASB 公開草案｣ (すなわち 

｢IFRS3 改訂草案｣, ｢SFAS141改訂草案｣ 等) を

2005年 6 月に初めて共同発表した｡ ここでは, 

｢経済的単一体説｣ (economic unit concept) に合致

する会計処理が徹底的に提案され, FASB は

2007年12月に改訂 SFAS141号, IASB は2008年 1 

月に IFRS3 (2008改訂) をそれぞれ公表した｡ そ

の際, IASB は, 段階取得 (step acquisition) の会

計処理に関する IFRS3 (2004) の規定を改訂して

いる(2)｡ なお, ｢IFRS3 改訂草案｣ (paras.8-9) では, 

｢パーチェス法｣ は ｢取得法｣ (acquisition method) 

と名称変更され, 従来の ｢少数株主持分｣ (minority 

interest) は  ｢非支配持分｣  (non-controlling 

interest) と呼ばれている(3)｡ 

ちなみに ｢段階取得｣ とは, ある企業 (取得

企業) が他の企業 (被取得企業) に対する支配

を複数回の投資取引によって獲得する企業結合

取引である (IFRS3 (2008改訂), para.41)｡ つま

り, 段階取得とは, 取得が複数の投資取引によ

って達成される企業結合の一類型であり, ｢取

得｣ とは, ある企業が他の企業に対する支配を

獲得することをいう｡ 

段階取得の会計処理として, IFRS3 (2004) (paras. 

58-60) は, 支配を獲得するに至った ｢個々の

投資取引における投資原価の合計｣ をもって 

｢企業結合の取得原価｣  (cost of the business 

combination) としていたが, 現行の IFRS3 (2008

改訂) (para.42) の規定では, 取得企業が被取得

企業に対する支配を獲得するまでの ｢非支配持

分投資額｣ (non-controlling equity investment) は, 

支配獲得日における公正価値 (fair value) で再

測定されなければならない｡ 

わが国では, 1975年 6 月に企業会計審議会か

ら公表され, 1997年に大幅に修正された ｢連結

財務諸表原則｣ が, IFRS3 (2004) と同様に, 段

階取得における持分投資の測定として ｢個々の

投資取引における投資原価の合計額｣ を採用し

ていた｡ ただし, 2001年 7 月に発足した ｢企業

会計基準委員会｣ は, 2007年 8 月に締結した 

｢東京合意｣ (｢会計基準のコンバージェンスの
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加速化に向けた取組みへの合意｣) に基づいて, 

企業結合会計と連結会計が短期コンバージェン

ス･プロジェクトの対象となったため, 企業会

計審議会により2003年10月に公表されていた 

｢企業結合に係る会計基準｣ および ｢連結財務

諸表原則｣ を廃棄し, 2008年12月に企業会計基

準第21号 ｢企業結合に関する会計基準｣ (以下, 

｢基準21号｣ と略す) および企業会計基準第22

号 ｢連結財務諸表に関する会計基準｣ (以下, 

｢基準22号｣ と略す) を新会計基準として公表

し, IFRS3 (2008改訂) とのコンバージェンスを図

るために ｢支配獲得時の時価｣ を採用している｡ 

段階取得に関する会計処理の論点としては, 

(1) 持分投資額として ｢個々の投資取引ごとの

取得原価の合計額｣ で算定するのか, ｢支配獲

得時の時価｣ で再測定するのかという課題のほ

かに, (2) 支配獲得時の時価で持分投資額を算定

した場合, 個々の投資取引ごとの原価の合計額

と支配獲得時の時価との差額 (以下, ｢再測定

差額｣ という) をどのように会計処理するのか

という課題が内在している｡ 

本稿では, (1) 非支配持分投資額の測定, (2) 非

支配持分投資額を支配獲得時の時価で再測定し

た場合における ｢再測定差額｣ の性格と計上根

拠に焦点を当て, 理論的考察を行う｡ 図 1 は, 

本稿で取り扱う論点を図形化したものである｡ 

 

 

図 1  段階取得に関する会計処理の論点 

 

Ⅱ 非支配持分投資の測定 

1 . 持分投資の測定 

前述したように, 段階取得において未だ支配

を獲得していない ｢非支配持分投資｣ について, 

支配を獲得したときに計上する持分投資額とし

ては, (A) 個々の投資取引ごとの原価の合計額 

(各購入日における原価の累計額) または (B) 

支配獲得時の時価 (支配持分への再測定) が考

えられる｡ 

たとえば, × 1 年にＳ社株式 (1,000株) のう

ち第 1 回投資 (当初投資) として15％の150株を 

1 株20千円で購入し, × 2 年に第 2 回投資 (追加

投資) として85％の850株を 1 株30千円で購入

し, 支配を獲得した場合, (A) 法および (B) 法に

おける仕訳処理は, 基本的には, 下記のとおり

になる (単位：千円)｡ 

 

× 1 年 (第 1 回投資)  150株 (15％) ＠20千円  3,000千円 

× 2 年 (第 2 回投資)  850株 (85％) ＠30千円 25,500千円 

合計 1,000株 (100％) 原価合計 28,500千円 

(時  価 30,000千円) 

 

非支配持分投資の測定 

個々の投資取引

ごとの原価を単

純合計する方法

支配獲得時の時

価で再測定する

方法 

損益計上処理 純資産計上処理 

支配獲得時の時価測定による再測定差額 

段階取得に関する会計処理の論点
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(Ａ法) 

× 1 年： (借) 有価証券ａ  3,000 (貸) 現 金  3,000 

× 2 年： (借) 子会社株式 28,500*1 (貸) 現 金 25,500 

有価証券ａ  3,000 

*1 個々の投資取引ごとの原価の合計額：3,000＋25,500＝28,500 

 

(Ｂ法) 

× 1 年： (借) 有価証券ａ  3,000 (貸) 現 金  3,000 

× 2 年： (借) 子会社株式 30,000*2 (貸) 現 金 25,500 

有価証券ａ  3,000 

再測定差額  1,500*3 

*2 支配獲得時の時価：＠30×1,000株＝30,000 
*3 段階取得に係る再測定差額：25,500÷85％×15％－3,000＝1,500 

 

 

図 2  段階取得における再測定差額 

 

取得が複数回の投資取引により達成された場

合, 段階取得の会計処理として ｢持分投資の取

得原価｣ を個々の投資取引ごとに算定した原価

の合計額とする (Ａ法) は, 個々の投資取引は

あくまでその時点での等価交換取引であり, 取

得企業が被取得企業に対する支配を獲得するに

至った個々の投資取引ごとの原価を合計するこ

とが経済的実態を適切に反映するとの考え方に

よる (｢基準21号｣ 88項)｡ 

旧会計基準である IFRS3 (2004) やわが国の 

｢連結財務諸表原則｣ は, 個々の投資取引にお

ける投資原価の累計額をもって ｢企業結合の取

得原価｣ としていた｡ この (Ａ法) は, 投資会

社 (取得企業) が投資した資金額を単純合計し

て持分投資額とする会計処理であり, 親会社 

(投資会社) の株主の要求・立場 (名目的投資資

金額の回収) に立って子会社の財務諸表を全部

連結する ｢親会社概念｣ (parent company concept) 

と整合的である｡ 

他方, 段階取得において支配を獲得するに至

4,500 (＝25,500÷85％×15％)
(第 1 回取得原価の時価相当額)

30,000 (時価)
1,500 (段階取得に係る再測定差額) 

3,000 (第1回取得原価)
(15％) 

25,500 (第2回取得原価) 
(85％) 

× 2 年 

(第 2 回株式取得日)

支配獲得時 

× 1 年 

(第 1 回株式取得日) 

3,000 (第1回取得原価)
(15％) 
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った個々の投資取引すべての企業結合日におけ

る時価で被取得企業の取得原価を算定する (Ｂ

法) の考え方によれば, 支配を獲得したことに

より, 過去に所有していた投資の実態または本

質が変わったものとみなし, 支配獲得時点でい

ったん投資が清算され, 改めて投資を行ったと

考えられるため, 企業結合時点の時価を新たな

投資原価としている｡ (Ｂ法) は, 現行基準である

IFRS3 (2008改訂) およびこれに収斂した ｢基準21

号｣ と ｢基準22号｣ により採用されている｡ 

IFRS3 (2008改訂) (para.BC384) の見解によれ

ば, ある企業に対する ｢非支配持分投資｣ の保

有から当該企業に対する支配の獲得への変化は, 

｢非支配持分投資｣ の性質とその投資を取り巻

く経済的な環境の重要な変化であり, その変化

によって ｢持分投資｣ の分類・測定が変化する

のは当然である｡ したがって, 支配獲得前に被

投資企業の持分投資がどのような目的で保有さ

れていたかに係らず, 支配獲得時点で一律に公

正価値による再測定が要求される｡ 

｢基準21号｣ (89項) の見解では, 他の企業の

支配という事実は当該企業の株式の単なる追加

投資とは異なるので, 被取得企業の取得原価は, 

過去から所有している株式の原価の合計額では

なく, 当該企業の取得するために必要となる時

価相当額とすべきである｡ すなわち, ｢取得｣ 

に相当する企業結合が行われた場合には, 支配

獲得によって, 過去に所有していた非支配持分

投資の実態または本質が変容し, 支配獲得時点

でいったん投資は清算され, 改めて支配持分投

資が行われたとみなされ, 企業結合時点での時

価が新たな投資原価として計上されている｡ 図 

2 では, 段階取得における非支配持分投資の時

価相当額・再測定差額等が示されている｡ 

この (Ｂ法) が採用される根拠としては, IFRS3 

(2008改訂) (para.BC203) が指摘しているように, 

取得した識別可能純資産を支配獲得日の公正価

値で測定すれば, 取得純資産の経済価値および

企業結合の結果として生じる取得企業の経済的

環境は忠実に表現でき, 財務諸表利用者に取得

純資産の現金生成能力・経営者の会計責任をよ

りよく評価させることができるからである｡ 

表 1 では, 持分投資の測定に関する会計基準 

(名) および会計処理法が示されている｡ 

 

表 1  持分投資の再測定に関する会計基準 

基準 基準名 公表・改訂年月 会計処理法 

IFRS3 (2004) 2004年 3 月公表
個々の投資取引ごとの原

価を単純会計する方法 
国際基準 

IFRS3 (2008改訂) 2008年 1 月改訂
支配獲得時の時価で再測

定する方法 

｢連結財務諸表原則｣ 1997年 6 月改訂
個々の投資取引ごとの原

価で単純会計する方法 
日本基準 

｢企業結合に関する会計基準｣ 

｢連結財務諸表に関する会計基準｣
2010年12月公表

支配獲得時の時価で再測

定する方法 

 

2 . 非支配持分投資の保有目的区分の相違に

よる会計処理 

前記仕訳例における ｢非支配持分投資｣ であ

った ｢有価証券ａ｣ については, どのような保

有目的区分の株式であるかは明示されていなか

ったが, この ｢有価証券ａ｣ (非支配持分投資) 

の分類区分の違いによって, (Ｂ法) における 

｢再測定差額｣ に関する会計処理は異なる｡ 

つまり, 支配獲得前の非支配持分投資が ｢売

買目的有価証券｣, ｢その他有価証券｣ または 

｢関連会社株式｣ である場合, Ｓ社に対する支

配を獲得した時点で, Ｓ社株式は, 個別貸借対

照表の分類上, ｢売買目的有価証券｣, ｢その他

有価証券｣ または ｢関連会社株式｣ から ｢子会

社株式｣  に変更される点では同じであるが, 

｢支配獲得日における時価｣ と ｢支配を獲得す

るに至った個々の投資取引ごとの原価の合計
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額｣ との差額である ｢再測定差額｣ の性格は異

なり, その会計処理も相違する｡ 

｢売買目的有価証券｣ の場合には, 株式の追

加投資により持分比率が増加し, ｢子会社株式｣ 

に該当することになったとき, 投資会社の個別

会計帳簿上, 支配獲得日の時価で振り替え, 振

替時の再測定差額は当期の損益となる｡ また, 

｢その他有価証券｣ からの振替であれば, 帳簿

価額で振り替える (ただし, 部分純資産直入法

の採用により当該有価証券につき評価損を計上

している場合には, 時価による評価後の価額で

振り替えることになる)｡ 

一方, 連結会計上, 段階取得における子会社

における投資の金額は, 連結財務諸表上, 支配

獲得日における時価により算定される (｢基準

22号｣ 23項)｡ したがって, 支配獲得時の時価

と支配獲得前の帳簿価額の差額が, ｢再測定差

額｣ として計上されることになる｡ 

まず, 前記例の (Ｂ法) において, ｢有価証券

ａ｣ が ｢売買目的有価証券｣ であると想定した

場合, 下記のような仕訳処理が行われることに

なる (単位：千円)｡ 

 

× 1 年 (投資会社の当初投資仕訳, 会計帳簿)： 

(借) 売買目的有価証券  3,000 (貸) 現 金  3,000 

× 2 年 (投資会社の追加投資仕訳, 会計帳簿)： 

(借) 子会社株式 25,500 (貸) 現 金 25,500 

× 2 年 (投資会社による保有目的区分の変更･振替, 会計帳簿)： 

(借) 子会社株式  4,500 (貸) 売買目的有価証券  3,000 

有価証券運用損益  1,500 

 

非支配持分投資として保有していた ｢売買目

的有価証券｣ を追加購入し, 支配を獲得した場

合, ｢再測定差額｣ は投資会社の個別損益計算

書上に ｢有価証券運用損益｣ (または ｢有価証

券評価損益｣) として計上されることになる｡ 

連結会計上, 再測定差額は発生しない｡ 

次に, ｢有価証券ａ｣ が ｢その他有価証券｣ 

として保有されていた場合には, 個別会計上, 

期末に時価評価されていても翌期首には再振替

が行われ, 期中には取得原価 (帳簿価額) で計

上されているので, 連結会計上, 帳簿価額 (時

価評価前の価額) と時価の差額が ｢再測定差

額｣ として計上される｡ 

｢基準21号｣ (25項) の規定では, 個別会計上, 

支配を獲得するに至った個々の投資取引ごとの

原価の合計額をもって被取得企業の取得原価と

するとされていることから, ｢その他有価証券｣ 

を ｢子会社株式｣ に振り替える場合には, 例外

的に, 変更前の保有目的区分に係る評価基準に

係る評価額ではなく, 帳簿価額で振り替えるこ

とになる｡ 

ただし, ｢金融商品会計に関する実務指針｣ 

(283項) によれば, 有価証券の保有目的区分の変

更を行う場合における振替時の評価額は, 原則と

して, 変更前の保有目的区分に係る評価基準によ

ることになっているが, もしこの原則に従えば, 

連結会計上, ｢再測定差額｣ は ｢その他有価証券

評価差額金｣ (その他の包括利益) として計上さ

れるべきであろう(4)｡ したがって, 仕訳処理は下

記のように行われるべきである (単位:千円)｡ 

 

× 1 年 (投資会社の当初投資仕訳, 会計帳簿)： 

(借) その他有価証券  3,000 (貸) 現     金  3,000 

× 2 年 (投資会社の追加投資仕訳, 会計帳簿)： 

(借) 子会社株式 28,500 (貸) 現     金 25,500 

その他有価証券  3,000 

× 2 年 (再測定差額の認識, 連結精算表)： 

(借) 子会社株式  1,500 (貸) その他有価証券評価差額金  1,500 
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しかしながら, ｢基準21号｣ (25項) や ｢基準

22号｣ (62項) では, ｢その他有価証券｣ の再測

定差額は, 連結損益計算書上, ｢段階取得に係

る損益｣ として処理されている｡ なお, IFRS3 

(2008改訂) (para.42) は, 再測定差額を損益また

は ｢その他の包括利益｣ (other comprehensive 

income) として計上する｡ ｢再測定差額｣ の性

格・計上根拠に関しては, 後述される｡ 

さらに, 持分法適用により一行連結していた 

｢関連会社株式｣ の追加投資によって支配を獲

得した場合, ｢関連会社株式｣ の持分法適用に

よる投資評価額と支配獲得日における ｢子会社

株式｣ の時価との差額が, 再測定差額として処

理される (｢基準22号｣ 63項)｡ 

たとえば, 前記例における第 1 回取得時 (× 1 

年期末) における純資産が5,000千円であり, 投

資差額は計上された翌年度から10年間で均等償

却し, × 2 年度の純利益が1,000千円であったと

仮定した場合, 次のような仕訳が行われるであ

ろう (単位：千円)｡ 

 

× 1 年期末 (投資会社の当初投資仕訳, 会計帳簿)： 

(借) 関連会社株式  3,000 (貸) 現 金  3,000 

× 2 年期末 (投資会社の追加投資仕訳, 会計帳簿)： 

(借) 子会社株式 25,500 (貸) 現 金 25,500 

× 2 年期末 (持分法による投資損益の振替仕訳, 連結精算表)： 

(借) 関連会社株式   150 (貸) 持分法による投資損益   150*4 

*4 1,000×15％＝150 

× 2 年期末 (投資差額の償却仕訳, 連結精算表)： 

(借) 持分法による投資損益 225*5 (貸) 関連会社株式   225 

*5 (3,000－5,000×15％) ÷10年＝225 

× 2 年期末 (再測定差額の認識, 連結精算表)： 

(借) 子会社株式  4,500*6 (貸) 関連会社株式  2,925 

関連会社株式評価差額金  1,575 
*6 ＠30×150株＝4,500 

 

｢基準22号｣ (62項) の規定では, 段階取得に

おける子会社に対する投資の金額が, 連結財務

諸表上, 支配獲得日における時価で算定される

結果, 親会社となる企業の連結財務諸表におい

て, 支配獲得日における時価と支配を獲得する

に至った個々の取引ごとの原価の合計額と差額

は, 当期の ｢段階取得に係る損益｣ として処理

される｡ ｢関連会社株式｣ から ｢子会社株式｣ 

に変更する段階取得の場合にも, 再測定差額は

損益処理されている｡ 

表 2 では, わが国の現行基準において, 株式

の保有目的区分の相違による ｢段階取得に係る

損益｣ に算入できる金額が示されている｡ 

 

表 2  現行基準において ｢段階取得に係る損益｣ に算入できる金額 

支配獲得前の保有目的区分 ｢段階取得に係る損益｣ の金額 

その他有価証券 支配獲得前の帳簿価額と支配獲得日の時価との差額 

関連会社株式 持分法適用による投資評価額と支配獲得日の時価との差額 

売買目的有価証券 

連結会計上, なし｡ ただし, 個別会計上, 支配獲得前の帳

簿価額と支配獲得日の時価との差額を ｢有価証券運用損

益｣ とする｡ 
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Ⅲ 支配獲得時の時価測定による再測定差額の

会計処理 

1 . 損益計上処理および再測定差額の性格と

計上根拠 

｢基準21号｣ (90項) によれば, 段階取得にお

ける被取得企業の取得原価は, 個別財務諸表で

は個々の投資取引ごとの原価の合計額で算定さ

れるが, 連結財務諸表では個々の投資取引すべ

ての企業結合日 (支配獲得日) における時価で

算定される｡ したがって, 取得企業の個別財務

諸表では当該原価の合計額をもって取得原価と

なるが, 連結財務諸表では, 企業結合日におけ

る時価に基づいて算定されるため, 個別財務諸

表上の取得原価と連結財務諸表上の取得原価 

(公正価値) との差額は, 連結財務諸表において 

｢段階取得に係る損益｣ として当期損益に算入

される｡ 前記例における× 2 年の仕訳処理は, 

次のようになる (単位：千円)｡ 

 

× 2 年 (投資会社の追加投資仕訳, 会計帳簿)： 

(借) 子会社株式 28,500 (貸) 現     金 25,500 

その他有価証券  3,000 

× 2 年 (再測定差額の認識, 連結精算表)： 

(借) 子会社株式  1,500 (貸) 段階取得に係る差益  1,500 

 

わが国の ｢基準21号｣ や ｢基準22号｣ および

IFRS3 (2008改訂) は, (Ｂ法) における再測定差

額を損益として処理するが, ｢損益計上処理｣ 

の根拠は如何なる理由に依るものであろうか｡ 

IFRS3 (2008改訂) (para.BC387) の見解によれ

ば, 混合測定モデル (資産の保有目的の相違に

よって原価評価と時価評価を選別できる再測定

基準) において特定の金融資産は時価で再測定

され, 時価と帳簿価額との差額が経済的利得･

損失として認識されているのと同様に, ｢非支

配持分投資｣ の支配獲得日における公正価値と

当該持分投資に付されている原価との差額は, 

経済的利得・損失として捉えることができるの

で, 再測定による ｢損益｣ の認識は妥当である｡ 

この論理では ｢非支配持分投資｣ も ｢売買目

的有価証券｣ と同一視され, 支配獲得時に (個

別財務諸表上の) 取得原価と (連結財務諸表上

の) 取得原価 (公正価値) との差額は, 連結会

計上, 損益として顕在化させている｡ つまり, 

追加投資に伴い親会社の持分が増加した場合の

変動は, 親会社と外部者 (outsider) との間で行

われた損益取引であるとみなされている｡ 

｢再測定差額｣ を損益として処理する方法は, 

企業集団における資本主を親会社株主に限定し, 

子会社株主 (少数株主) を外部者とみなすので, 

｢親会社説｣ と整合的である｡ 

追加投資を外部者との交換取引とみなすこと

が想定されるならば, 前記例における× 2 年にい

ったん15％の株式を150株を 1 株30千円で売却し, 

有価証券売却益 (｢段階取得に係る差益｣ に相当

する) を計上した後, 改めて150株を 1 株30千円で

購入し, 取得原価4,500千円で再投資を行ったと

想定されている｡ この想定に基づく仕訳処理は, 

下記のとおりになるであろう (単位：千円)｡ 

 

× 2 年： (借) 現   金  4,500 (貸) その他有価証券  3,000 

有価証券売却益  1,500 

(借) 子会社株式  4,500 (貸) 現     金  4,500 

 

上記仕訳には, ｢非支配持分投資の売却取引｣ 

と ｢支配持分投資の購入取引｣ から成る ｢複合

取引｣ が内在的に擬制されている｡ IASB の見

解では, 段階取得により支配を獲得した場合に

は, 取得企業は, 連結財務諸表上, ある企業に

対する投資資産の認識を中止したと考えられる

ので, 再測定の結果として生じる利得･損失は, 

支配獲得日に損益として認識される  (IFRS3 
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(2008改訂) para.BC389)｡ このように IASB は, 

投資資産の ｢認識の中止｣ (derecognition) を根

拠にして再測定差額を ｢損益｣ として計上して

いる｡ 資産は, 費消・譲渡・処分･期限の到来等

により消滅するが, これらの場合には, 資産の

認識は中止しなければならないからである｡ 

段階取得による支配の獲得は, 支配獲得日に

おける時価による ｢投資の清算｣ と ｢再投資｣ 

という取引擬制を行うことにより, ｢清算の擬

制｣ が ｢認識の中止｣ の要件のうち ｢資産の譲

渡｣ に該当するものと解釈できるかもしれない｡ 

しかも, 非支配持分投資を ｢売買目的有価証

券｣ として擬制するならば, 公正価値への再測

定から生じた再測定差額は損益として認識され

るであろう｡ 支配獲得時にその認識が中止され

た時に, 当該差額は有価証券売却損益 (段階取

得に係る損益) として計上されることになる｡ 

2 . 純資産計上処理および再測定差額の性格

と計上根拠 

非支配持分投資に関する株価の変動は, 経営

者がコントロールできない外部的経済事象 (不

可抗力的・非反復的・臨時的外部事象) から生

じるので, 再測定時 (支配獲得時) において 

｢経済的事象｣ (economic events) として認識さ

れるべきである (菊谷 [2002] 148頁)｡  

IFRS3 (2008改訂) (para.BC338) によれば, 

支配獲得日における公正価値測定に伴って

生じた経済的事象  (経済的利得・損失 ) を 

｢損益｣ ではなく  ｢その他の包括利益｣ と

して計上すべきであるという見解も支持さ

れている｡ この見解では , 取得企業が支配

獲得前に保有していた  ｢非支配持分投資｣ 

に係る会計処理は  ｢売却可能有価証券｣ 

(その他有価証券 ) の会計処理に類似してお

り , 段階取得における各段階は , 取得企業

が被取得企業の株式を追加購入するに過ぎ

ないとみなされる｡ 

過去に購入した ｢非支配持分投資｣ は交換・

売却譲渡されたわけではないので, 再測定に伴

って生じた再測定差額も ｢その他の包括利益｣ 

として純資産に計上処理されるべきであり , 

｢損益計上処理｣ は適切ではない｡ すなわち, 

再測定差額は, 損益計算書ではなく, 貸借対照表

上の ｢純資産の部｣ に計上されるべきである｡ 

｢再測定差額｣ を純資産として ｢資本剰余金｣ 

または ｢利益剰余金｣ (たとえば, ｢その他の包

括利益｣) に計上する場合の仕訳処理は, 次の

ようになるであろう (単位：千円)｡ 

 

× 2 年 (投資会社の追加投資仕訳, 会計帳簿)： 

(借) 子会社株式 28,500 (貸) 現     金 25,500 

その他有価証券  3,000 

× 2 年 (再測定差額の認識, 連結精算表)： 

(借) 子会社株式  1,500 (貸) その他の包括利益  1,500 

 

親会社は子会社に対して親会社の持分だけを

部分的に支配するのではなく, 子会社の株式を

100％保有していなくとも, 子会社を完全支配

できる (武田 [2003] 46頁)｡ 完全所有子会社は

完全支配となるが, 部分所有子会社であっても

完全支配となる｡ しかも, 親会社の子会社の連

結事業体を単一経済単位とみなし, 親会社の株

主と子会社の少数株主は, どちらも連結事業体

の所有者として同等に扱われる ｢経済的単一体

説｣ に立てば, 連結事業体を構成する親会社･

子会社の経済的資源は, 連結事業体によって完

全に支配される経済的資源とみなされる (大雄 

[2010] 78頁)｡  

図 3 では, ｢経済的単一体説｣ における連結

事業体の株主と親会社・子会社の関係が概念的

に図示されているが, この図によれば, 子会社 

(少数株主) も連結事業体 (企業集団) における

内部者 (insider) である｡ 

したがって, ｢非支配持分投資｣ が ｢支配持

分投資｣ に変化した (支配獲得した) 時点で, 

少数株主も親会社株主と同様に企業集団への資

金提供者として同等に取り扱われるべきであ 
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図 3  経済的単一体説の概念図 

出所：大雄 智 ｢二つの経済的単一体説｣ 『會計』 第177巻第 4 号, 2010年 4 月, 78頁修正｡ 

 

り, 支配獲得時における株式取得取引は (少数

株主と親会社株主から成る) 企業集団における

内部の資本取引である｡ ｢再測定差額｣ は企業

集団内の内部損益ともみなすことができ, 内部

損益は計上すべきではない｡  

追加投資に伴い親会社の持分が増加した場合

の変動は資本主間で行われた資本取引とみなさ

れ, ｢再測定差額｣ を企業集団内部における資

本剰余金または利益剰余金 (たとえば, その他

の包括利益) として処理する方法は, 親会社株

主も子会社株主 (少数株主) も同様に企業集団

に対する資金提供者 (資本主) として同等に取

り扱う ｢経済的単一体説｣ と整合的である(5)｡ 

｢再測定差額｣ は, 当該株式の購入取引時におけ

る取得原価と時点を異にする再評価時における公

正価値との差額であり, 単に ｢再評価差額｣ に過

ぎない｡ したがって, ｢再測定差額｣ は, 企業集団

内において維持・拘束されるべき資本剰余金であ

ろう｡ 

図 4 では, ｢再測定差額｣ に関して理論的に

考えられる会計処理法およびそれに係る表示項

目・勘定科目名が提案されている｡ 

 

 

図 4  再測定差額の会計処理法と表示項目・勘定科目 

親会社株主

(支配株主) 

親会社 

親会社資源

企 業 集 団

連 結 事 業 体

出資･完全支配

支配 

子会社株主 

(少数株主)

子会社

子会社資源 

出資 出資

連結事業体の所有者 (資本主)

再測定差額

特 別 損 益 

(段階取得に係る損益) 
損益計上処理 

純資産計上処理 

その他の包括利益 

(有価証券評価差額金) 

利益剰余金 

計上・表示 

企業集団維持剰余金 

(子会社株式再評価積立金) 

資本剰余金 

計上・表示 
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Ⅳ むすび ― 卑見に代えて ― 

段階取得における会計処理に関する主要な論

点は, (1) 支配獲得時における持分投資の測定, 

(2) 支配獲得時における時価測定による ｢再測

定差額｣ の会計処理であった｡ 

まず, ｢非支配持分投資｣ を支配獲得時に測

定する場合, (A) 個々の投資取引ごとの原価を単

純合計する方法, (B) 支配獲得時の時価で再測定

する方法が対立していた(6)｡ 

(Ａ法) では, 取得時点の異なる複数の取得原

価の単純合計額が, 過去に複数回で購入した株

式による複数の原価の混洧物でしかないので, 

支配獲得時点における取得純資産の経済的価値

を反映せず, 取得純資産に関して現実的な表現 

(realistic representation) を付与することはでき

ない｡ 過去において取得時点が異なり, 同質的

価値ではない複数の取得原価によって測定・連

結されるよりも, 支配獲得時における公正価値 

(時価) で統一的に測定される (Ｂ法) の方が, 

現在における利害関係者 (とりわけ, 親会社の

株主・経営者) のためにはより目的適合的であ

り, 有用性を具有するものと思われる (菊谷 

〔2000〕 177頁)｡ 

次に, 支配獲得時の時価測定による ｢再評価

差額｣ の会計処理は, 大きく (1) 損益計上処理 

(段階取得に係る差損益) と (2) 純資産計上処理 

(利益剰余金または資本剰余金) に分かれてい

た｡ 

わが国の ｢基準21号｣ と ｢基準22号｣ では, 

再測定差額を ｢段階取得に係る損益｣ として計

上する ｢損益計上処理｣ が採用されている｡ 前

述したように, IRFS3 (2008改訂) は, ｢その他の

包括利益｣ (利益剰余金) として計上する ｢純

資産計上処理｣ とともに, 投資資産の ｢認識の

中止｣ を根拠にして ｢損益計上処理｣ も採用し

た｡ 

しかしながら, ｢認識の中止｣ の要件として, 

時価による ｢投資の清算｣ (資産の譲渡) が擬

制されているが, 取得企業は被取得企業に対す

る持分投資を支配獲得日以降も保有し続けるは

ずであり, これを外部者に譲渡したわけでもな

い｡ また, 持分投資からもたらされるキャシュ

フローに対する契約上の権利を喪失したわけで

もない (小阪 〔2009〕 176頁)｡ 

｢損益計上処理説｣ では, ｢認識の中止｣ を前

提にして ｢投資の清算｣ (非支配持分投資の売

却取引) と ｢再投資｣ (支配持分投資の購入取

引) が擬制されているが, その前提と取引擬制

には理論的妥当性・現実的妥当性は脆弱である

と言わざるを得ない｡ ｢再測定差額｣ の損益計

上処理は, 企業集団内の内部損益を計上するこ

とになり, 連結損益の適正な計上・表示の阻害

要因となる｡ 

再測定差額は, 非支配持分投資の購入時にお

ける取得原価と時点を異にする支配獲得時にお

ける公正価値との差額であり, 単に ｢再評価差

額｣ に過ぎない｡ しかも, 企業集団内部で行わ

れた連結会社間の資本取引であるとみなすこと

ができるので, 企業集団内に維持すべき資本剰

余金 (たとえば, 子会社株式再評価積立金) と

して計上・表示されるべきであり, 連結損益に

算入させるべきではない｡ 

[注] 

 (1) IASC が改訂・公表した IAS22 (1998改訂) は, 企

業結合を ｢取得｣ と ｢持分の結合｣ 分類し, いず

れの企業が取得したかを識別できない場合に限り 

｢持分プーリング法｣ を例外的に認め, それ以外

の企業結合には ｢パーチェス法｣ を適用し, のれ

んを ｢規則的償却法｣ によって費用計上していた｡ 

IASB が IAS22 (1998改訂) を改訂・公表した IFRS3 

(2004) は, (1) 企業結合の会計処理として ｢パーチ

ェス法｣ に一元化し, (2) のれんの会計処理に ｢減

損テスト法｣ を強制した｡ 1983年に IASC により

公表され, 1993年と1998年に改訂された IAS22, 会

計基準の国際的コンバージェンスのために2001年 

4 月に IASC から改組・改称された IASB が公表し

た IFRS3 に関する会計処理の変遷の歴史および特

徴については, 菊谷 〔2007〕 を参照のこと｡ 

 (2) ｢ノーウォーク合意｣ に基づいて IASB と FASB

が2005年 6 月に初めて共同提案した ｢IASB･FASB

公開草案｣ では, ｢経済的単一体説｣ と合致する

会計処理基準, たとえば, ｢のれん｣ の額を非支配

持分に按分するために, 取得企業が被取得企業の

持分のすべてを取得しなかった場合にも, 非支配

持分に相当する部分を含む部分を公正価値で認識

される ｢全部のれん｣ (full goodwill) に基づく会計

処理が要求されている  ( ｢ IFRS3 改訂草案｣ , 
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para.58(c))｡ しかしながら, ｢IASB･FASB 公開草

案｣ により提案された ｢全部のれん計上処理｣ に

ついて, IASB と FASB はそれぞれ異なる結論を出

した｡ FASB は2007年12月に改訂 SFAS141を公表

し, ｢全部のれん計上処理｣ を採用したのに対し, 

IASB が2008年 1 月に改訂・公表した IFRS3 (2008

改訂) では, のれんの会計処理として ｢全部のれ

ん計上処理｣ と ｢買入のれん計上処理｣ の選択適

用が採用されている (IFRS3 (2008改訂) para.15)｡ 

複数国の代表から構成されている IASBは, 複数の

意見が出されるため, 一挙に ｢全部のれん計上処

理｣ のみの採用には届かなかった｡ ここに, IASB

の限界があるとも言える (菊谷 〔2011〕 25頁)｡ 代

替的方法が容認されたことは, 会計基準が妥協の

産物と化したと解釈せざるを得ない｡ 会計基準が

政治的圧力等を受けて妥協の産物と化してしまっ

ては, IASB の当初の目的が根幹から崩れることに

なる (向 [2009] 128-129頁)｡ 

 (3) 支配力基準を採用する場合には, 親会社が必ず

しも過半数の議決権を保有しているとは限らず, 

親会社以外の株主が過半数を占める可能性がある｡ 

すなわち, 親会社 (支配会社) 以外の株主 (従来

の ｢少数株主｣) は少数の株主に当たらないので, 

支配していない株主の持分, ｢非支配持分｣ とい

う勘定科目･表示項目を使用する方が適切である 

(菊谷 [2010] 162頁)｡ 

 (4) ｢金融商品会計に関する実務指針｣ (283項) によ

れば, 株式の追加取得等により ｢その他有価証

券｣ を ｢子会社株式｣ に振り替える場合には, 原

則として, 該当時の時価で振り替えることになる

が, ｢基準21号｣ における会計処理と整合性を保

つため, 例外的に, 変更前の保有目的区分に係る

評価基準による評価額ではなく, 帳簿価額で振り

替えることとなった｡ 

 (5) 連結財務諸表の作成が誰の立場・何の目的で行

われるのかという課題に理論的基礎を与える ｢連

結基礎概念｣ (｢連結主体論｣ ともいう) として, 

(ｲ) 親会社株主概念 (proprietary concept), (ﾛ) 親会

社概念 , ( ﾊ ) 親会社拡張概念  (parent company 

extension concept) および (ﾆ) 経済的単一体概念が

提案･主張されてきた｡ ｢親会社株主概念｣ (一般

には ｢資本主概念｣ と呼ばれている) は, 親会社

の株主の観点から子会社に関する投資持分 (子会

社の資産・負債に対する親会社の持分相当額) だ

けを比例的に部分連結して連結財務諸表を作成す

る  ｢比例連結概念｣  (proportionate consolidation 

concept) である｡ ｢親会社概念｣ も, 親会社株主

の持分を強調する連結基礎概念であるが, 子会社

の資産・負債は一体となっており, これらを親会

社持分・少数株主持分相当額に分離することがで

きないので, 比例連結に代えて全部連結を行い, 

子会社の純資産に対する親会社持分と少数株主持

分をともに連結財務諸表に表示する連結基礎概念

である｡ ｢親会社拡張概念｣ も, 連結財務諸表を

親会社の財務諸表の延長上に位置づけ, 連結財務

諸表における純資産を親会社に帰属させるが, 親

会社が子会社を支配した結果, 子会社が企業集団

に含まれることになった事実を重視する考え方に

より, 子会社の資産･負債すべてを時価により評

価する ｢全面時価評価法｣ が採用され, 少数株主

持分も時価で測定される｡ ｢経済的単一体概念｣ 

とは, 親会社・子会社の連結会社全体を単一経済

単位とみなし, その企業集団を構成する親会社・

子会社の株主の立場に立って連結財務諸表を作成

する連結基礎概念である｡ したがって, 少数株主

も親会社株主と同様に企業集団への資金提供者と

して同等に扱われる｡ 親会社概念や親会社拡張概

念では ｢買入のれん｣ (purchased goodwill) が計上

されるに過ぎないが, 経済的単一体概念の下では, 

親会社持分とともに少数株主持分についても認識

する ｢全部のれん｣ (full goodwill) が計上される 

(菊谷＝吉田 [2010] 13-17頁)｡ 

 (6) 非支配持分投資を支配獲得時に測定する方法と

して, 前記 (Ａ法) および (Ｂ法) のほかに, (Ａ

法) と同じ仕訳処理を行い, 再測定差額を脚注に

開示する方法 (Ｃ法) も理念的には考えられる｡ 
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